
令和５年７月 18日 

原子力安全対策課 
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福島県原子力発電所安全確保技術検討会が取りまとめた８つの要求事項に関する

確認状況 

 

福島県原子力発電所安全確保技術検討会（以下「技術検討会」）では、事前了解願いが提

出されたＡＬＰＳ処理水希釈放出設備等の新設に関し、安全面については、適切に計画され

ていると評価しましたが、更なる安全性の向上のための措置や､分かりやすい情報発信の取

組が欠かせないと考えられることから、東京電力に対する要求事項として８項目をとりま

とめました。 

令和４年８月にＡＬＰＳ処理水希釈放出設備等の設置工事が始まって以降、廃炉安全監

視協議会を１回、安全確保技術検討会を６回開催するとともに、現地駐在職員等により現場

を確認し、この８項目の要求事項に対する東京電力の取組状況を確認してまいりました。 

７月 11日に発電所で開催した６回目の技術検討会で、現場の状況を含め工事が完了した

時点において確認すべき事項について確認を終えることができましたので、現時点での確

認状況について取りまとめました。
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(１) ＡＬＰＳ処理水に含まれる放射性物質の確認について 

【要求事項①】 

希釈前の段階で国の規制基準値（トリチウムを除く）を下回ることを確認するための測

定対象核種の選定にあたっては、除去対象 62 核種と炭素 14 以外についても、可能な限

り実測定を行い、ALPS処理水に含まれる核種の存在を明確にすること。 

 

【要求した背景】 

事前了解時に提出された実施計画では、ＡＬＰＳ処理水が告示濃度比総和１未満を下

回ることを確認するために測定する核種を、ＡＬＰＳ除去対象 62 核種と炭素 14 として

いたが、鉄 55を始め、62核種以外の核種が含まれる可能性について専門委員から指摘が

あり、他の核種を実際に測定することを含め、測定対象核種の再検証を求めた。 

 

【確認結果】 

ハッチング（灰）：確認済みの事項 ハッチング（無）：今後も継続して確認する事項 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

測定対象核種の選定

に当たっては実測定

をしているか。 

ＡＬＰＳ処理水を対象に、鉄 55など 11核種

（その他のα核種も確認）を追加で測定し、

いずれの核種も告示濃度の 1/100 以下で検

出限界値未満であったことを確認。 

令和４年度第５

回技術検討会資

料１－１ ７ペ

ージ 

測定対象核種の選定

は妥当か。 

廃止措置や埋設施設に関する研究において

着目されている核種が建屋滞留水やＡＬＰ

Ｓ処理水等に有意に存在しないことを確認。 

約 1,000 の核種の検討（インベントリ評価

等）をおこない、汚染水中に有意に存在する

可能性のある核種を測定・評価対象核種とし

て選定したことを確認。 

令和４年度第５

回技術検討会資

料１－１ ９ペ

ージ 

選定した核種の測定

頻度はどのくらい

か。 

ＡＬＰＳ除去対象 62核種、炭素 14、トリチ

ウムに加え、鉄 55など５核種（計 69核種）

を放出の都度毎回測定することを確認。 

令和４年度第５

回技術検討会資

料１－１ １２

ページ 分析・測定の実施状況、結果を継続して確認

する。 
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(２) ＡＬＰＳ処理水の循環・攪拌における適切な運用管理について 

【要求事項②】 

測定・確認用設備（Ｋ４タンク群）における測定試料の均質化については、水に溶けな

い粒子状の放射性物質を考慮して循環・攪拌の運用管理を行うとともに、排出後のタン

ク底部の残水や沈殿物の残存の影響を適切に監視すること 

 

【要求した背景】 

ＡＬＰＳ処理水をタンク内で長期間貯蔵することによる粒子状物質の生成と、それに

よって測定試料の均質化に影響を及ぼす可能性があるとの意見が専門委員からあったこ

とから、粒子状の放射性物質を考慮した循環・攪拌の運用管理、タンク底部における沈殿

物の確認を求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

タンク底部に粒子

状の放射性物質は

含まれていない

か。 

Ｋ４タンクの底部にある粒子状物質を含む懸

濁物を採取し測定した結果、一部の核種を除き

懸濁物に放射性物質が含まれていないことを

確認。 

I-129 が含まれている可能性のある粒子状物

質は極微少であり流体とともに分散し、均一化

されることを確認。また、粒子状物質の一部は

ストレーナにより捕集されることを確認。 

令和５年度第３

回技術検討会資

料１－２ ５３

ページ 

水に溶けない粒子

状の放射性物質を

考慮した運用管理

となっているか。 

測定・確認工程（分析試料を採取する時）と、

放出工程（ＡＬＰＳ処理水を放出する時）にお

けるタンク内のＡＬＰＳ処理水が均一化され

た状態となるよう、いずれの工程でも各タンク

の攪拌機を運転することが手順書に定められ

ることを確認。 

令和５年度第２

回廃炉安全監視

協議会資料１－

１ ５５ページ 

測定・確認用設備の運転状況を継続して確認す

る。 
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確認内容 確認結果 確認内容詳細 

粒子状の放射性物

質を考慮したサン

プリングポイント

になっているか。 

循環ラインの各タンクがタンク底部に設けた

連結配管により接続され、測定試料の採取の

ためのサンプリングポイントが同ラインに接

続されていることを確認。万が一、粒子状の

放射性物質がタンク底部に存在していたとし

ても、測定試料として採取され、検知可能で

あることを確認。 

令和５年度第３

回技術検討会資

料１－２ ３３

ページ 

タンク底部の残水

や沈殿物の監視を

どのようにするの

か。 

タンク底部の清掃を定期的に行うこと、必要に

応じ清掃のための装置を開発することを確認。 

令和５年度第３

回技術検討会資

料１－２ ３２

ページ 

タンク底部の残水や沈殿物の監視状況につい

て、継続して確認する。 
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(３) 希釈用海水に含まれる放射性物質の管理について 

【要求事項③】 

希釈用海水の取水については、５,６号機取水路開渠の放射性物質が混入しないよう、運

用開始までに除去等の対策を講じるとともに、取水した海水に含まれる放射性物質の濃

度を定期的に監視すること。 

 

【要求した背景】 

ＡＬＰＳ処理水の希釈に用いる５,６号機取水路開渠内の海水のセシウム濃度が港湾

外より高い１Bq/L 以上になっていたことから、比較的濃度が高い水が放水トンネルを通

じて沖合に流されることになり、それが風評に繋がりかねないという意見が専門委員か

らあり、５、６号機取水路開渠に残存する高濃度の堆砂の除去と取水した海水に含まれ

る放射性物質の監視を求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

５,６号機取水路

開渠に残存してい

る放射性物質が除

去されているか。 

５号機取水口周辺の海底土を撤去することに

より、５,６号機取水路開渠に残存する海底土

の放射性物質濃度が低下したことを確認。 

今後も海底土のモニタリングを継続し、有意な

変動があった場合に堆砂の撤去を実施してい

くことを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１１４ページ 

海底土のモニタリング状況について、継続して

確認する。 

取水路の堆積物、

放射性物質が除去

されているか。 

希釈用の海水の取水経路であるスクリーン室

及びポンプ室の清掃が完了したことを確認。 

スクリーン室及びポンプ室の表面汚染がバッ

クグランドと同等であることを確認。 

現地確認結果

報告書（２月

２４日） 
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確認内容 確認結果 確認内容詳細 

５,６号機取水路

開渠の海水の放射

性物質濃度が十分

に低いか。 

５号機取水口前のモニタリング（海水）の結果、

放射性セシウムの濃度 1Bq/Lを下回っているこ

とを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１１７ページ 海底土のモニタリングとともに、海水のモニタ

リング状況について、継続して確認する。 

希釈用海水の継続

監視はどのように

するのか。 

 

５号機取水口前で希釈用海水を採取し、毎日放

射性物質濃度を測定することを確認。 

希釈用の海水の放射線レベルを連続で監視す

るためのモニタが設置されたこと確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会 現地確認 

連続モニタによる海水の監視状況を継続して

確認する。 
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(４) トラブルの未然防止に有効な保全計画について 

【要求事項④】 

設備・機器の保全にあたっては、ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備等が放射性液体廃棄物を

管理して適正に環境へ放出するための重要設備であるという認識を関係者が共有して取

り組むとともに、設備等のトラブルを未然に防ぐため、有効な保全計画を策定すること。 

 

【要求した背景】 

ＡＬＰＳ処理水放出に対する社会的な影響が大きいため、トラブルが発生しないよう、

しっかりと設備の保守をするように、といった意見が専門委員からあったことから、Ａ

ＬＰＳ処理水希釈放出設備等が重要施設であるとの認識を関係者間で共有すること、有

効な保全計画を策定することを求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

適切な保全計画と

なっているか。 

希釈放出設備に関連する設備・機器の保全方式を

基本的に時間基準保全にすると定めた保全計画

を確認。 

点検項目・点検頻度は各種ガイドやこれまでの原

子力施設の実績を踏まえて決定されていること

を確認。 

保全活動から得られた情報等から保全の有効性

を評価し、保全が有効に機能していることを確認

するとともに、継続的な改善につなげていく計画

であることを確認。 

３月 19 日に発生したタンクＡ群の隔離弁のシー

トパスの原因、背後原因、対策を確認。今後、放

出時のタンク隔離弁に対して１年に１回、シート

機能の健全性を確認するとした保全計画を確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１２０～１７

１ページ 

保全活動について、継続して確認する。 

設備の巡視点検計

画が適切か。 

 

設備巡視要領を作成し、１日１回設備の巡視を行

うことについて確認。 

供用が開始されている測定・確認用設備の巡視結

果を確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１２０ページ 

設備の巡視点検状況について、継続して確認す

る。 
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確認内容 確認結果 確認内容詳細 

運転員・保全担当

に対して行う教育

訓練が適切か。 

体系的な教育訓練アプローチの導入等により、運

転員や保全担当に対して教育を行うことについ

て確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－３ 

２４ページ 教育訓練の実施状況について、継続して確認す

る。 

関係者で当該設備

が重要設備である

という認識が共有

されているか。 

東京電力の管理職が現場に出向き、東京電力工事

管理員や協力企業と認識の共有を図っているこ

とを確認。 

月例の安全大会で設備の概要を説明するなど、定

期的に重要性の共有を図っていることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－３ 

２４ページ 
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(５) 異常時の環境影響拡大防止のための対策について 

【要求事項⑤】 

処理水の漏えいや意図しない放出などの異常発生に備え、環境影響拡大防止のための機

動的対応を迅速かつ確実に実施できる手順書の整備、訓練による対応力の向上に努める

こと。また、機動的対応における時間的余裕を確保するため、設備面における重層的対

策を講じること。 

 

【要求した背景】 

地震等によりＡＬＰＳ処理水を貯留しているタンクやタンク間の連結管から漏えいが

あった場合、連結して運用しているタンク 10基からの漏えい量が多くなり、タンク周囲

の堰を越流するとの懸念が専門委員から示されことから、漏えいが発生した場合の機動

的対応に関する手順書の整備、訓練による対応力の向上、設備面における重層的対策を

求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

地震等によりＡＬ

ＰＳ処理水が漏え

いした場合の設備

（ハード）対応が

適切か。 

漏えいした水を他のタンク群に移送するための

配管、ポンプが設置されていることを確認。 

漏えいした水が排水路に流れ込むことに備え、排

水路からプロセス主建屋まで水を移送するため

の配管、ポンプが設置されていることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１７７ページ 

設備面の追加対策について、継続して確認する。 

地震等によりＡＬ

ＰＳ処理水が漏え

いした場合の機動

的（ソフト）対応が

適切か。 

土嚢設置や大型吸引車による移送など漏えい時

の対応手順について確認。 

機動的対応訓練として以下の内容の訓練を実施

したことを確認。また、今後も継続して同様の訓

練を実施していくことを確認。 

対応①：流出拡大防止のための土嚢設置 

対応②：A排水路ゲートから K1北エリア内堰への

水移送 

対応③：K4エリアから近接タンクエリア内堰への

水移送 

対応④：大型吸引車による K4 エリア漏えい水の

回収 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１９７～２０

０ページ 

機動的対応訓練の実施状況を継続して確認する。 
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確認内容 確認結果 確認内容詳細 

機動的（ソフト）対

応に必要な機器の

整備数、整備状況

が適切か。 

漏えいした堰内の水を移送するための強力吸引

車、耐圧ホースが配備されていることを確認。 

側溝への流れ込みを防止するための土嚢が準備

されていることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

１９０ページ 

機動的対応訓練を通じた配備の有効性評価を継

続して確認する。 
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(６) 短縮された工期における安全最優先の工事について 

【要求事項⑥】 

設備・施設の設置にあたっては、補正申請で短縮されたスケジュールありきではなく安

全最優先で進めること。特に、海底トンネル等の海洋での工事は厳しい環境が想定され

るため、不測の事態に備え、リスク評価に基づいた安全対策を徹底すること。 

 

【要求した背景】 

当初の実施計画では工事期間が９か月間としていたが、その後の補正申請により２か

月間短縮されたことから、工事を急ぐことに対する懸念が専門委員から示された。また、

シールド工法を使った工事で事故（倉敷海底トンネル事故等）が発生していることから、

安全対策の徹底と安全最優先の工事を求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

リスク評価に基づ

いた安全対策が徹

底されているか。 

リスクアセスメント評価に基づいた安全事前評

価の実施状況を確認。 

安全事前評価を実施し、作業中止基準を定めてい

ることを確認。 

作業前のＫＹ（危険予知）や作業後のアフターＫ

Ｙにおいて、ヒヤリハットを共有するなど、労働

災害防止に努めていることを確認。 

なお、ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備設置に関連す

る工事での労働災害発生件数が、１件（不休業災

害）であった。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２０９～２１

８ページ 

地震、津波など、不

測の事態への備え

は十分か。 

海上工事や放水トンネル工事において不測の事

態が発生したことを想定し、避難訓練や救護訓練

を実施していることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２１９～２２

０ページ 

 

現地確認結果

報告書（１２

月１９日） 

海上工事の状況については、継続して確認する。 
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確認内容 確認結果 確認内容詳細 

倉敷海底トンネル

事故など過去の事

故の原因を踏まえ

た安全対策が取ら

れているか。 

掘削時の過剰な土砂の取込を防ぐため、排泥量の

管理を連続的に計測していることを確認。 

トンネル内の作業環境測定（酸素濃度、メタン、

一酸化炭素、硫化水素など）の実施状況を確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－３ 

３６ページ 

 

比較的リスクが高

い作業への安全対

策が万全か。 

事故リスクの比較的高い作業として、潜水作業の

安全対策を重点的に確認。法令遵守、潜水器具、

作業計画などを確認。 

令和４年度労

働安全衛生対

策部会 資料

１ １３～２

１ページ 

 

現地確認結果

報告書（３月

１７日） 
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(７) 処理水の測定結果等の分かりやすい情報発信について 

【要求事項⑦】 

処理水の測定結果や設備の運転状況等については、ホームページ等において常に最新の

情報が確認できるよう公表するとともに、安全性に関する数値と比較するなど、分かり

やすい情報発信に努めること。また、トラブルが発生した場合は、安全確保協定に基づ

き速やかに通報連絡するとともに、事象に伴う放射線影響等についても正確で分かりや

すい情報発信を行うこと。 

 

【要求した背景】 

放出中の処理水のトリチウム濃度をリアルタイムで公表すること、放出の基準値につ

いて、単に法令値を示すだけにとどまらず、安全評価上の意味を説明すること等の意見

が専門委員からあったことから、測定結果の分かりやすい情報発信等を求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

処理水の測定結果

や設備の運転状況

が常にホームペー

ジなどで確認でき

るか。 

ＡＬＰＳ処理水流量等をホームページにてリア

ルタイムで公表することを確認。 

放出前の確認となる、測定・確認用設備における

放射性物質の分析結果等は、地下水バイパスやサ

ブドレン浄化水と同様に、第三者機関の分析結果

とともに公表されることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２４２～２４

５ページ 

情報発信の状況については、継続して確認する。 

わかりやすい情報

発信となっている

か。 

安全に関する規制に基準値の設定根拠やＡＬＰ

Ｓ処理水の水質確認結果をホームページなどで

情報発信していることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２４２ページ 情報発信の状況については、継続して確認する。 

トラブルが発生し

た場合は安全確保

協定に基づき速や

かに通報連絡され

るか。 

発生しうる機器の故障などの異常を抽出し、通報

要否、通報区分について関係自治体と協議したこ

とを確認。 

ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備に関する通報連絡

について、会議等で関係自治体とその内容につい

て協議し、合意に至ったことを確認。 

速やかに公表するために社内マニュアル・手順書

類の整備、教育訓練を実施していくことを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２４４ページ 

情報発信の状況については、継続して確認する。 
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(８) 放射線影響評価等の分かりやすい情報発信について 

【要求事項⑧】 

「放射線影響評価結果(設計段階)」については、人及び環境への影響の程度を自然界の

レベルと比較する等により県民に不安を与えることがないよう、様々な媒体を使って分

かりやすく説明すること。また、海域モニタリングにおける海水中のトリチウム濃度だ

けでなく、海底土や海洋生物への蓄積傾向と併せて、県民はもとより国内外に広く理解

されるよう情報発信すること。 

 

【要求した背景】 

風評抑制のため「放射線影響評価結果」について分かりやすく説明すること、モニタリ

ング結果の公表についてホームページ掲載だけでは不十分である等の意見が専門委員か

らあったことから、様々な媒体を使って分かりやすく情報発信することを求めた。 

 

【確認結果】 

確認内容 確認結果 確認内容詳細 

「放射線影響評価

結果」について、分

かりやすく説明し

ているか。 

「放射線影響評価結果」について説明したパンフ

レットを作成し、配付・ホームページ掲載してい

ることを確認。 

パンフレットは、日本語版、英語版、中国語版、

韓国語版を作成したことを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－２ 

２４９ページ 

情報発信の状況については、継続して確認する。 

「放射線影響評価

結果」について

様々な媒体を使っ

て発信している

か。 

新聞広告、駅デジタルサイネージ公告、ＳＮＳ、

ホームページなど様々な媒体を使って発信して

いることを確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－３ 

４０ページ 情報発信の状況については、継続して確認する。 

環境モニタリング

について、安全性

が理解されるよう

情報発信している

か。 

東京電力の他、関係省庁や自治体などが公表した

様々な地点での海域モニタリングの結果を閲覧

できる Webサイトの開設を確認。 

令和５年度第

３回技術検討

会資料１－３ 

２５３～２５

４ページ 情報発信の状況については、継続して確認する。 

 


